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自動販売機設置事業者公募スケジュ－ル 

 

１ 公募要項配布 

令和６年１０月１５日（火）から 

三芳町ホームページに掲載します。 

 

２ 質問受付 

令和６年１０月２１日（月）から 

令和６年１０月２８日（月）正午まで 

受付した質問のうち、各配置希望事業者に共通する質問事項及び回答

は、取りまとめて令和６年１１月５日（火）までに三芳町ホームページ

に掲載します。 

 

３ 参加申込み 

令和６年１１月１１日（月）から 

令和６年１１月１５日（金）まで 

参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）と併せて必要書類を

下記提出先まで、直接持参にて提出してください。 

≪提出先≫ 三芳町上下水道課水道業務担当 

       三芳町大字藤久保１０４７番地１（三芳町浄水場内） 

（午前８時３０分から午後５時まで） 

 

４ 設置予定事業者決定 

令和６年１１月２２日（金） 

選定委員会にて設置予定業者を決定し、その旨を書面にて通知しま

す。 

 

５ 契約締結 

令和６年１１月２５日（月）まで 

上記契約締結期限までに三芳町水道事業と賃貸借契約を締結してくだ

さい。 

 

６ 自動販売機設置 

令和６年１２月２日（月）（予定） 
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添付資料 

 

１ 各種様式 

（１）参加申込書（様式第１号） 

（２）貸付料提案書（様式第２号） 

（３）自動販売機設置に係る提案書（様式第３号） 

（４）誓約書（様式第４号） 

（５）質問書（様式第５号） 

（６）委任状（様式第６号） 

 

 ２ 町有財産賃貸借契約書（案） 

 

 ３ 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書（案） 

 

 ４ 自動販売機設置場所貸付に係る仕様書 

 

 ５ 物件調書 
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自動販売機設置事業者募集要項 

 

三芳町水道事業では、三芳町浄水場に飲料水等自動販売機（以下「自動販売

機」という。）を設置する事業者を募集し、公募による総合評価方式によって

設置予定事業者を決定し、当該事業者と町有財産賃貸借契約を締結します。 

自動販売機設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様

書を熟知の上、参加してください。 

 

１ 目的 

町有財産の有効活用を図り、自主財源の確保及び設置業者選定手続きの公平

性や透明性を高める。 

 

２ 応募資格要件 

次のすべての要件を満たすこと。 

（１）法人、個人ともに下記対象地域内に本店、支店又は営業所を有し、事業

を営んでいること。 

※対象地域：埼玉県 

（２）国又は地方公共団体（市町村職員共済組合等を含む。）と種類及び規模

をほぼ同じくする契約等を、過去２年間の間に数回（数か所）以上すべて

誠実に履行していること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第３条及び第４条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員

でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）に基づく処に基づく処分の対象となっている団体及び構成員

でないこと。 

（５）県税（法人・個人事業税、法人県民税）及び町税（法人町民税、住民

税、固定資産税）を滞納していないこと。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

をしていない者であること及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

（８）極めて悪質な談合・独占禁止法違反行為により、三芳町競争入札参加資

格を抹消された者については、２年を経過している者であること。 
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３ 募集事項及び条件等 

（１）自動販売機を設置するための町有財産の賃貸借 

（２）貸付場所及び面積：別添仕様書による。 

（３）貸付期間：別添仕様書による。 

（４）機器仕様及び貸付条件等：別添仕様書による。 

 

４ 応募手続き 

参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）を提出し、応募資格要件を

有することを証明しなければならない。 

（１）提出期間 

令和６年１１月１１日（月）から令和６年１１月１５日（金）までの午前

８時３０分から午後５時までの間（ただし、土日祝日、を除く） 

（２）提出場所 

  三芳町上下水道課 水道業務担当 

   三芳町大字藤久保１０４７番地１（三芳町浄水場内） 

   電話０４９－２７４－１０１４ 

（３）提出書類 

No 提出書類 法人 個人 

① 参加申込書（様式第１号） 〇 〇 

② 貸付料提案書（様式第２号） 〇 〇 

③ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号） 〇 〇 

④ 誓約書（様式第４号） 〇 〇 

⑤ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 〇  

⑥ 納税証明書 次頁「添付する納税証明書一覧」参照 〇 〇 

⑦ 身分証明書  〇 

⑧ 確定申告書（写）  〇 

⑨ 印鑑証明書 〇 〇 

⑩ 設置する自動販売機のカタログ 〇 〇 

注意事項 

  １ 証明書類は発行後３ヶ月以内のものとする。 

  ２ 提出書類は返却しない。 

 

 

 添付する納税証明書一覧 

 〇法人用 
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証明書の種類 法人事業税 

（県税） 

法人県民税 

（県税） 

法人町民税 

（市町村税） 

証明書交付機関 埼玉県 

県税事務所 

埼玉県 

県税事務所 

三芳町役場 

税務課管理担当 

三芳町内に本店、支

店又は営業所を有す

る者 

〇 〇 〇 

三芳町外で埼玉県内

に本店、支店又は営

業所を有する者 

〇 〇  

 

 〇個人用 

証明書の種類 個人事業税（県税） 市町村民税 

証明書交付機関 埼玉県 

県税事務所 

三芳町役場 

税務課管理担当 

三芳町内に事業所を有する者 〇 〇 

三芳町外で埼玉県内に事業所

を有する者 
〇  

 

 〇法人・個人共通 

証明書の種類 固定資産税 

証明書交付機関 三芳町役場税務課管理担当 

三芳町内に土地・建物を有する者 〇 

 注意事項 

  １ 納税証明書は、発行後３ヶ月以内のものを提出すること。 

  ２ 各納税証明書は、それぞれ直近１事業年度分を提出すること。 

 

（４）提出方法 

  提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参とし、郵送、電

話、ファックス、インタ－ネットによる受付は行わない。 

（５）貸付料提案書（様式第２号）に記載する金額 

  消費税を考慮しない年額の提案額を記載すること。 

  なお、賃貸借契約については、提案額に消費税相当額を加算した金額（当

該年額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって賃貸借契約額とする。 
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５ 参加資格の確認等 

 参加資格を有することを証明する書類として、上記４（３）に掲げる提出書

類一式を指定の期限までに提出し、参加資格の確認を得なければならない。 

また、選定事務の担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、参加

者の負担において説明をしなければならない。 

 

６ 設置予定事業者の決定方法等 

（１）設置予定事業者の決定方法 

  内容点及び価格点の合計点数（以下、「総得点」という。）の最も高い者

を設置予定事業者とする。 

 【総合点の算定方法】 

   総得点＝内容点＋価格点 

 （Ⅰ）内容点  ３０点 

No 評価項目 評価の視点 小計点 

１ 社会貢献度 町事業に対するボランティア活動、

設置施設への事業協力 

２点 

町との協定に基づく協力体制 ３点 

２ 自動販売機付加機能 省エネルギ－性能、防災対策機能、

ＡＥＤ搭載型など 

６点 

３ 次世代自動販売機機能 電子マネ－、タッチパネル式など ４点 

４ 自動販売機のデザイン 外観色、ユニバ－サルデザイン ６点 

５ 管理体制 故障時の対応、苦情への対応、商品

管理体制 

６点 

６ 商品内容 販売商品内容、取扱銘柄数 ３点 

（Ⅱ）価格点  ７０点 

１ 提案価格 提案貸付料に基づき算定 ７０点 

（Ⅲ）総得点  １００点 

（２）審査方法 

  本件に係る落札者を決定するにあたり、提出書類を公正に審査し、設置予

定事業者の決定を審議するため、「三芳町飲料水等自動販売機設置事業者選

定委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（３）設置予定事業者の決定時期 

  令和６年１１月２０日（水）までに審査委員会により決定する。 

（４）選定結果の通知 

  令和６年１１月２２日（金）までに、選定された者に対しては選定された

旨を、選定されなかった者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面
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により通知する。 

なお、審査結果に対して、審議の申し立ては受け付けない。 

（５）設置予定事業者決定の例外 

  設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置

予定事業者としない。 

また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の

秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から、

事情を聴取の上、合理的な理由がないと認められる場合は、その者を設置予

定事業者とせず、次点の者を設置予定事業者とする。 

（６）設置予定事業者の公表について 

  設置予定事業者と契約を締結したときは、次の事項について三芳町ホーム

ページに掲載するものとする。 

・公募参加者数 

・設置事業者との契約締結日 

・設置事業者名 

・設置事業者の総合評価方式の得点（総得点） 

 

７ 失格に関する事項 

（１）自動販売機設置に係る提案書（様式第３号）の各提案内容が、すべて記

載されていないとき。 

 （※該当無しの場合はその旨を記載すること。） 

（２）貸付料提案書（様式第２号）に記載された金額が、予定価格未満の金額

で見積をしたとき。 

 

８ 無効な応募等 

（１）次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

  ア 不正行為による応募 

  イ 貸付料提案書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は

不明確なとき 

  ウ 貸付料提案書の記名押印を欠くもの及び金額を訂正したもの 

  エ 参加申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行ったもの 

  オ その他募集に関する規定等に違反した応募 

（２）その他 

  ア 提出した書類は、提出期限を過ぎた後は、書き換え、差し換え又は撤

回をすることはできない。 

  イ 設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認め
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るときは、選定時期を延期し、又は取り止めることがある。 

 

９ 契約 

（１）別添の町有財産賃貸借契約書（案）のとおりとする。 

（２）設置予定事業者は、令和６年１１月２５日（月）までに、契約書を記名

押印のうえ、三芳町水道事業に提出し、町と賃貸借契約を締結する。 

 

１０ 設置予定事業者の取消し等 

（１）次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての選定を取り消

すものとする。 

  ア 上記９の（２）に示す期日までに、契約書が提出されなかったとき 

  イ 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき 

  ウ 設置予定事業者が応募者の資格を失ったとき 

  エ 著しく社会的信用を損なう行為などにより、設置事業者として相応し

くないと本町が判断したとき 

（２）上記（１）により、設置予定事業者の選定を取り消したとき及び設置予

定事業者が契約を締結しないときは、次点の者と随意契約交渉を行う（予

定価格以上のもの）。 

 

１１ 質問方法 

 自動販売機設置事業者募集要項に対する質問方法等は、次による。 

（１）質問方法 

  質問は、令和６年１０月２１日（月）から令和６年１０月２８日（月）正

午までに、質問書（様式第５号）の様式を使用し、原則として電子メ－ル

（又はファックス）により、下記１３に示すあて先に提出する。 

また、現場説明は実施しない。 

ただし、現場確認を必要とする場合は、下記１３の担当あてに電話連絡に

より日時を定め、質問期間内に限り実施することができるものとする。 

なお、質問の提出にあたっては、事前又は事後速やかに提出する旨又は提

出した旨を下記１３の担当あてに電話連絡すること。 

（注意）質問は必要最小限とすること。 

受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け

付けない。 

ただし、応募手続など事務手続に関する質問はこの限りではない。 

１２ その他 

（１）本書に定めがない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地
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方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）の定めるところによる。 

（２）本書を入手した者は、本件手続以外の目的で本書を使用してはならな

い。 

（３）申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行

政財産使用許可の取消を行うことがある。 

 

１３ 問い合わせ先 

 三芳町上下水道課 水道業務担当 

  三芳町大字藤久保１０４７番地１（三芳町浄水場内） 

  電 話 ０４９－２７４－１０１４ 

  ＦＡＸ ０４９－２７４－１０５３ 

  Mail  suido@town.saitma-miyoshi.lg.jp 


